
     学校図書館の効果的な運営と利活用の充実に向けて      

学校図書館は，読書を通した豊かな心の育成とともに，確かな学力の育成の基盤となる

重要な機能（※）を有しているなど，「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備

（学校図書館法第１条）」です。今後は，新学習指導要領で示された「主体的・対話的で

深い学び」の視点からの授業改善に資する役割が，一層期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：「これからの学校図書館の整備充実について（報告）」（Ｈ28.10 学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議） 

  「つなげる・ひろげる・そだてる 学校図書館 ～学校図書館活用ハンドブック～」（H28.3 鳥取県教育委員会） 

 

 

 

 

 

学校図書館の「館長」としての役割を担う校長は，学校図書館の利活用を組織的に促

進するため，司書教諭と学校司書の役割を明確にします。 

函館市教育委員会 Ｒ２学校教育指導資料 №１ 

校長による学校図書館の運営のポイント 
 

■ 学校図書館の積極的な利活用に関して学校経営

方針に盛り込み，その方針を全教職員に示す 

 

■ 図書の適切な廃棄・更新が行われるよう，「購

入規則」や「廃棄基準」を明文化する 
 

■ 学校図書館の評価を学校評価の一環 

として組織的に行い，運営の改善を図る 
 

■ 「図書館運営委員会」等，学校図書館に 

関する校内組織を設けて，円滑な運営を図る 

 

 

【主な役割】 

○ 読書活動の充実に向けた環境整備 

〇 教員が授業で活用する本の準備 

〇 教員の情報ニーズへの対応 
〇 学校図書館の広報活動 等 

 

【主な役割】 

○ 学校図書館の運営計画の立案 

○ 教員向けの積極的な情報提供 

〇 読書指導に関する教員への助言 

〇 学校図書館を利活用した授業や研

修の実施 等 

※  学校図書館の３つの機能 

学習センター 

授業に役立つ資料

提供と学習支援 

 

 
 

 

読書センター 

読書活動の拠点 

 

 

情報センター 

情報活用能力の 

育成 

学校図書館がその機能を十分に発揮し，学校の教育課程の展開に寄与したり，全ての

児童生徒の健全な教養を育成したりするためには，校長のリーダーシップの下，学校図
書館に携わる全ての教職員等が，それぞれの役割を果たしながら，互いに連携・協力で

きる体制づくりを実現することが大切です。 

 

児童生徒の教育・授業のプロ 

司書教諭 

 

環境整備・情報提供のプロ 

学校司書 

 

教 員 

・読書が好きな子 

・情報活用能力 

・思考力・判断力・

表現力等 

の育成 

学校司書に関しては，

今後も各学校への配置の

充実を図り，できるだけ

早い段階で全小・中学校

への配置達成を目指して

います。 

教員からは「学校司書とどう

連携すべきか」，学校司書からは

「授業でどんな本が必要か分か

らない」という声が寄せられま

す。司書教諭は，その橋渡し役

としても期待されています。 

教員は，学習指導要

領等を踏まえ，各教科

等の学習において，学

校図書館を，積極的に

活用しましょう。 


